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「若手研究（Ｂ）における独立基盤形成支援（試行）」について 

 

 

 本公募は、若手研究者が研究室を主宰する者（研究室主宰者）として研究活動を行お

うとする際に必要な研究基盤の整備を支援するものです。 
平成２９年４月１日現在で「若手研究（Ｂ）」の研究代表者として新規に採択された

者のうち、大学又は大学共同利用機関法人に所属（注）し、准教授以上の職位に就いて

２年以内の者であって、所属する研究機関において研究室を主宰していることを支援対

象者の要件としています。 
また、応募にあたっては、支援対象者に対して、所属する研究機関が３００万円以上

の研究基盤整備を主体的に実施することを要件としています。 
 
 所属する研究機関が実施する研究基盤整備は、支援対象者毎に「研究基盤整備（Ⅰ）」

と「研究基盤整備（Ⅱ）」の２つに区分されます。 
 「研究基盤整備（Ⅰ）」については、若手研究（Ｂ）の研究課題の遂行に直接必要な

研究基盤整備のうち、設備等を対象としています。ここでいう設備等とは、交付条件に

おいて所属研究機関に寄附して管理される「設備、備品又は図書」が該当します。 
 「研究基盤整備（Ⅱ）」については、研究基盤整備（Ⅰ）以外の経費で経費算定が可

能なものを対象としています。このため、当該研究課題の遂行に直接必要なもののほか、

研究課題の遂行に直接必要ではなくても支援対象者が研究室主宰者として研究活動を

行う際に必要となる研究基盤整備も対象となります。 
 当該研究基盤整備を支援するにあたっては、若手研究（Ｂ）の研究課題に対する追加

交付（直接経費及び間接経費）により行いますが、研究基盤整備（Ⅰ）の一部又は全部

を追加交付された直接経費から支出することができます。なお、研究基盤整備（Ⅱ）に

係る経費については直接経費から支出することはできませんので、御注意ください。 
 
 
（注）今回の試行は、「大学に所属する研究者」を前提とした制度設計としています。 

                             



所属する研究機関が支援対象者Ａに実施する研究基盤整備経費の総額

研究基盤整備（Ⅱ）研究基盤整備（Ⅰ）

１５０万円以上

（Ⅰ）＋（Ⅱ）＝３００万円以上
※ （Ⅰ）のみで３００万円以上でも可※

例）汎用研究設備、特殊研究設備
備品、什器類、図書 等

例）研究室の営繕・原状回復、
スペースチャージ、研究支援者の雇用、
サバティカル経費、海外渡航費 等

当初交付額

支援対象者Ａの若手研究（Ｂ）の課題の交付額

当初応募額から交付内定額を引いた額と
１５０万円のいずれか低い額を追加交付 （参考参照）

直
接
経
費

※当初交付額、追加交付額ともに３０％相当額の間接経費を措置

＝ 「独立基盤形成計画調書」に記載する金額

研究基盤整備（Ⅱ）

追加交付額

研究基盤整備（Ⅰ）

科研費による支援 所属する研究機関による支援

「独立基盤形成計画調書」に計上した研究基盤整備（Ⅰ）の一部又は全部に支出することが可能
※研究基盤整備（Ⅱ）への支出は不可※

（参考）追加交付額のイメージ

差額交付内定額

当初応募額

差額 が１５０万円未満の場合は当該差額の金額

差額 が１５０万円以上の場合は１５０万円

【支援のイメージ】




